
東日本国際コンテナ戦略港湾政策推進協議会（仮称）について 

  
 国土交通省港湾局国際コンテナ戦略港湾政策推進室 京浜強化・対策班 
 （関東・東北・北陸・中部の各地方整備局並びに北海道開発局併任） 
 京浜港及び東日本において国際海上コンテナを取り扱う港の港湾管理者 
 京浜港の港湾運営会社 

 
東日本地域の各港において、京浜港の国際コンテナ戦略港湾としてのメリットを最大限に活かし、効率的かつ安
定的な国際コンテナ物流を実現するために広く、関係者により意見交換及び情報共有する。 

概   要 

構 成 員 

 
①戦略的港湾運営の実現 
 
 
 
  
 
②京浜港フィーダー促進 
 
 

期待される効果 
 
協議会は原則として、４月と１月に開催 
 
①東日本国際海上コンテナの流動状況（京浜港フィーダー含
む）に関する情報共有 

 
②東日本国際海上コンテナ物流に関する課題・取組みに関す
る意見交換及び情報共有 

 
③京浜港フィーダー促進策に関する意見交換及び情報共有 
 

取組み概要 

(1)物流コストの低減 
(2)ロジステックス機能の強化 
(3)企業立地の促進 



東日本国際コンテナ戦略港湾政策推進協議会 規約（案）             
 
（名称） 
第1条 本会は、東日本国際コンテナ戦略港湾政策推進協議会（以下「協議会」という）と称する。 
 
（目的） 
第2条 協議会は、東日本地域の各港において、京浜港の国際コンテナ戦略港湾としてのメリット

を最大限に活かして効率的かつ安定的な国際海上コンテナ物流を実現するために、広く関

係者により意見交換、情報共有することを目的とする。 
 
（協議事項） 
第3条 次の事項に関する意見交換、情報共有を行う。 

１．東日本地域の各港における国際海上コンテナ流動の現状把握 
２．東日本地域の各港における国際海上コンテナ物流に関する課題・取り組み 
３．京浜港フィーダー促進策 

 
（構成） 
第4条 協議会は別紙１の協議会構成員をもって組織する。 

 
（役員） 
第5条 協議会に会長１名及び副会長１名を置く。 

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する 
3  会長は、国土交通省港湾局国際コンテナ戦略港湾政策推進室 京浜強化・対策班 総括 

をもってあてる 
4 副会長は会長を補佐し、必要に応じて、会長の職務を代行する。 
5 副会長は、国土交通省港湾局国際コンテナ戦略港湾政策推進室 京浜強化・対策班 班員 
  をもってあて、その選任は会長が指名するものとする。     

 
（協議会） 
第6条 協議会は、原則として、毎年度４月と１月に開催する。 
 
（事務局） 
第7条 協議会の事務局は、国土交通省港湾局国際コンテナ戦略港湾政策推進室 京浜強化・対策

班に置く。 
 
（雑則） 
第8条 この規約に定めるものの他、必要な事項はその都度協議して決定する。 
 
附則 
 この規約は平成 26 年 10 月 22 日より施行する。 
 
 



 
別紙１ 協議会構成員 

【国】 

国土交通省港湾局国際コンテナ戦略港湾政策推進室 京浜強化・対策班 総括（関東地方整備局併任） 

国土交通省港湾局国際コンテナ戦略港湾政策推進室 京浜強化・対策班員（東北地方整備局併任） 

国土交通省港湾局国際コンテナ戦略港湾政策推進室 京浜強化・対策班員（北陸地方整備局併任） 

国土交通省港湾局国際コンテナ戦略港湾政策推進室 京浜強化・対策班員（中部地方整備局併任） 

国土交通省港湾局国際コンテナ戦略港湾政策推進室 京浜強化・対策班員（北海道開発局併任） 

【港湾管理者】 

  青森県 県土整備部 港湾空港課長[八戸港] 

  岩手県 県土整備部 港湾課 総括課長[宮古港、釜石港、大船渡港] 

  宮城県 土木部 港湾課長[仙台塩釜港仙台港区] 

  宮城県 土木部 港湾課 港湾振興専門監[仙台塩釜港仙台港区] 

  福島県 土木部 港湾課長[相馬港、小名浜港] 

  秋田県 建設部 港湾空港課長[秋田港] 

  山形県 県土整備部 空港港湾課長[酒田港] 

  新潟県 交通政策局 港湾振興課長[新潟港] 

  茨城県 土木部 港湾課長[茨城港常陸那珂港区、鹿島港] 

  千葉県 県土整備部 港湾課長[千葉港] 

  静岡県 交通基盤部 港湾局 港湾企画課長[清水港] 

苫小牧港管理組合 総務部 総合政策室 企画振興課長[苫小牧港] 

  苫小牧港管理組合 施設部 計画課長[苫小牧港] 

室蘭市 港湾部 総務課主幹[室蘭港] 

  室蘭市 港湾部 建設課長[室蘭港] 

釧路市 水産港湾空港部 港湾空港振興課長[釧路港] 

函館市 港湾空港部 港湾課長[函館港] 

函館市 港湾空港部 港湾空港振興課長[函館港] 

石狩湾新港管理組合 振興部 参事（企画振興担当）[石狩湾新港] 

小樽市 産業港湾部 港湾室 主幹[小樽港] 

小樽市 産業港湾部 港湾室 事業課長[小樽港] 

東京都 港湾経営部 物流企画担当課長[東京港] 

  川崎市 港湾局 港湾経営部 経営企画課担当課長[川崎港] 

  川崎市 港湾局 港湾振興部 誘致振興担当課長[川崎港] 

横浜市 港湾局 港湾経営部 戦略港湾担当課長[横浜港] 

横浜市 港湾局 港湾経営部 誘致推進課担当課長[横浜港] 

  横浜市 港湾局 企画調整部 企画調整課長[横浜港] 

【特例港湾運営会社】 

  東京港埠頭株式会社 営業企画部 営業企画課 担当課長[東京港] 

  川崎臨港倉庫埠頭株式会社 営業企画戦略室長[川崎港] 

  川崎臨港倉庫埠頭株式会社 運営事業部 参事[川崎港] 

川崎臨港倉庫埠頭株式会社 営業企画戦略室 課長[川崎港]  

横浜港埠頭株式会社 営業部 営業課 営業担当課長[横浜港] 
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